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平成26年1月27日

一般社団法人全国個人タクシー協会関東支部長殿
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関 東運輸局

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び

活性化に閏する特別措置法に基づく営業方法の制限に閏する取扱いについて

ノ

標記について、平成26年1月24日付け国自旅第410号により自動車局長か

ら別添1のとおり通達があり、別添2のとおり公示したので了知されたい。

通達文

公示文

別添1

別添2
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ただし、平成28年11月4日以後の準特定地域指定期間中に保有車両の一部
をUD車両等以外の車両からUD車両等へ代替えした場合は、その車両数を限度
としてUD車両等以外の車両とすることができる。

5．1．による抹消登録等を行う場合は、法第11条に規定する活性化事業計画に
以下の内容を記載し、関東運輸局長の認定を受けなければならない。
①活性化事業計画における事業再構築として、営業方法の制限による供給輸
送力の削減を2．の車両数を限度として実施すること。
②1．による抹消登録等及び3．による新規登録等を実施する車両数につい
ては、事業計画に記載する事業用自動車の区分ごとに営業所の所在地を管轄
する運輸支局長あてあらかじめ届け出ること。（区分ごとの実施車両数に変
更が生じた場合も同様とする｡）

③準特定地域指定が解除（特定地域に指定されたことによる解除は除く。以

下同じ｡）された時点において、1．による抹消登録等を行った車両のうち、
3．による新規登録等を行わなかった車両については、減車届出がなされた
ものとして取り扱われること。

6．特定地域に指定されたことにより準特定地域の指定が解除された場合、1．に

よる抹消登録等を行った車両については、第2による営業方法の制限を行ったも
のとみなす。ただし、第24．の事業者計画に記載しない車両については、特

定地域指定の解除後6ヶ月を経過するまでの間に第22．による新規登録等を
行う場合又は第3による営業方法の制限を行う場合を除き、減車届出がなされた

ものとして取り扱うものとする。

7．準特定地域指定が解除された後6ヶ月を経過するまでの間に、5．③の取扱い
により減車された車両数を限度として増車を行った場合においては、「自動車運

送事業の監査方針について（平成25年9月20日付け関東運輸局長等公示)」3⑬の
規定は適用しない。

第4上記、第2及び第3の規定に基づいて、抹消登録等を行った場合は輸送実績に
おける実在車両数から除くものとする。

第5上記第3に規定する関東運輸局長が定める割合は、別添のとおりとする、

附則（平成28年4月11日一部改正）

本公示は、平成28年4月11日から適用する．

附則（平成28年11月4日一部改正）
本公示は、平成28年11月4日から適用する

援）における補助対象機器（ふらつき注意喚起装置、車線逸脱警報装置又は
車線維持支援制御装置｡）を搭載している初度登録車両（車両法第7条に規
定する新規登録を受けるものであって、その登録が初度のもの｡：

ただし、平成28年11月4日以後の準特定地域指定期間中に保有車両の一部
を新規登録等可能車両以外の車両から新規登録等可能車両へ代替えした場合は、
その車両数を限度として新規登録等可能車両以外の車両とすることができる。

5．1．による抹消登録等を行う場合は、法第11条に規定する活性化事業計画に
以下の内容を記載し、関東運輸局長の認定を受けなければならない。
①活性化事業計画における事業再構築として、営業方法の制限による供給輸
送力の削減を2．の車両数を限度として実施すること。

②1．による抹消登録等及び3．による新規登録等を実施する車両数につい
ては、事業計画に記載する事業用自動車の区分ごとに営業所の所在地を管轄
する運輸支局長あてあらかじめ届け出ること。（区分ごとの実施車両数に変
更が生じた場合も同様とする｡）

③準特定地域指定が解除（特定地域に指定されたことによる解除は除く。以
下同じ｡）された時点において、1．による抹消登録等を行った車両のうち、
3．による新規登録等を行わなかった車両については、道路運送法第15条

第3項に規定する事業計画（事業用自動車の数）変更の事前届出（減車）（以

下「減車届出」という｡）がなされたものとして取り扱われることこ：
6．特定地域に指定されたことにより準特定地域の指定が解除された場合、1．に

よる抹消登録等を行った車両については、第2による営業方法の制限を行ったも

のとみなす。ただし、第24．の事業者計画に記載しない車両については、特
定地域指定の解除後6ヶ月を経過するまでの間に第22．による新規登録等を

行う場合又は第3による営業方法の制限を行う場合を除き、減車届出がなされた
ものとして取り扱うものとする。

7．準特定地域指定が解除された後6ケ月を経過するまでの間に、5．③の取扱い
により減車された車両数を限度として増車を行った場合においては、「自動車運
送事業の監査方針について（平成25年9月20日付け関東運輸局長等公示)」3⑬の
規定は適用しない。

第4上記、第2及び第3の規定に基づいて、抹消登録等を行った場合は輸送実績に
おける実在車両数から除くものとする。

第5上記、第3に規定する関東運輸局長が定める割合は、別添のとおりとする,

附則（平成28年4月11日一部改正）

本公示は、平成28年4月11日から適用するこ

、附則（平成28年11月4日一部改正）

本公示は、平成28年11月4日から適用する。
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附則（平成29年3月30日一部改正：

本公示は、平成29年3月30日から適用する≦

讃
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平成29年3月30日付一部改正



改正 現行

号

準特定地域において実施された減休車として関東運輸局長が定める割合(減休車率）

(別添

都道府腸
営業区域
(交通圏）

減休車率(％

東京 特別区・武三

北多犀

西多犀 、

16．98

13.2C

12.55

神奈川‘ 県・央

湘序

小田房

10．84

9.32

12.82

千 糞 市房 12.69

埼 王 県南東割

県南西剖

県北

10.61

9．91

15.90

群，馬 東毛 15.42

群 馬．埼玉 中。西毛 9.30

茨塊 県北

水戸県央

鹿行

県庫

県匹

9．92

10．40

0．00

12.07

14.04

板 木 関 庫

塩到

15.44

11.88

山 昇 甲府 16．07

準特定地域において実施された減休車として関東運輸局長が定める割合(減休車率）

(別添

都道府県
営業区域
(交通圏）

減休車率(％）

東京 特別区・武三

北多摩

西多 犀

16.9（

13.2（

12.5（

神奈ノI 県央

湘南

小田原

10.84

9.32．

12.81

千 葉 市原 12.6（

埼 玉 県南東部

県南西音

県北

10.6］

9．91

15.9（

職 馬 東．毛 15.42

淵 馬．埼玉 中．西毛
C

9.30

茨 城 県北

水
ー

F 県‘央

鹿 行

県南

県西

9.9Z

10.4（

0.0（

12.01

14.04

栃 木 県南

塩那

15.44

11.8（

山 梨 甲府 16．01

平成29年3月30日付一部改正



別紙

○特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法に基づく営業方法の制限に関する取扱いについて（新旧対照表）

改正 環 行

－1－

平成28年11月4日付一部改正



が異なる場合があり得ることから、次の方法により算定することとする。
（ア）全日（週7日）とも保有する全車両の20％を使用停止する場合
営業方法制限率＝20％

（イ）日曜日に保有する全車両を使用停止する場合
営業方法制限率＝日曜日収入率

（ウ）火曜日に保有する全車両の30%を使用停止する場合

営業方法制限率＝火曜日収入率×0.3
（エ）水曜日に保有する全車両の20％を、木曜日に保有する全車両の40%を使用停

止する場合

営業方法制限率＝水曜日収入率×0．2＋木曜日収入率×0．4

曜日収入率；特定の曜日の収入額／1週間の収入額

[騨窯樵鰯購麓繍瀧慧］
3．営業方法制限率の算定にあたっては、協議会の合意の下、上記2．以外の方法に
より実施することもできることとする。

第2特定地域において、地域指定解除までの間の全日、同一の車両について営業方
法の制限を行う場合の取扱いは以下のとおりとする。

1．当該車両については、道路運送車両法（昭和26年法律第185号。以下「車両法」
という。）に規定する抹消登録等（事業用自動車としての使用権原を消滅させる
登録をいう。以下同じ｡）を行うことができる。

2．1．による抹消登録等を行った車両数を限度として、特定地域指定の解除後6
ケ月を経過するまでの間、車両法に規定する新規登録等（使用権原を発生させる

登録をいう。以下同じ｡）を行うことができる。
3．2．による新規登録等は、ユニバーサルデザインタクシー（標準仕様ユニバー

サルデザインタクシー認定要領（平成24年3月28日付け国自旅第192号）に基づき
国土交通大臣の認定を受けたものをいう｡)-又は電気自動車（電気を動力源とし、

かつ、動力源とする電気を外部から充電する機能を備えている自動車をいう｡）

のタクシー若しくは燃料電池自動車（電気を動力源とし、かつ、動力源とする電

気を水素と酸素を化学反応させて作る自動車をいう。）のタクシー（以下「UD
車両等」という｡）に限り行うことができる。ただし、特定地域指定期間中に保
有車両の一部をUD車両等以外の車両からUD車両等へ代替えした場合は、その

車両数を限度としてUD車両等以外の車両とすることができる。

4．1．による抹消登録等を行う場合は、法第8条の7に規定する事業者計画に2．

による新規登録等を行う場合又は､第3による営業方法の制限を行う場合を除き、
当該車両について減車する旨を記載しなければならない差

第3準特定地域において、営業方法の制限を行う場合の取扱いは以下のとおりとす

が異なる場合があり得ることから、次の方法により算定することとする。
（ア）全日（週7日）とも保有する全車両の20％を使用停止する場合
営業方法制限率＝20％

（イ）日曜日に保有する全車両を使用停止する場合
営業方法制限率＝日曜日収入率

（ウ）火曜日に保有する全車両の30％を使用停止する場合
営業方法制限率＝火曜日収入率×0．3

（工）水曜日に保有する全車両の20％を、木曜日に保有する全車両の40％を使用停
止する場合

営業方法制限率＝水曜日収入率×0．2＋木曜日収入率×0．4

曜日収入率：特定の曜日の収入額／1週間の収入額

I瀞窯繍罰購鯨繍割駕］
3．営業方法制限率の算定にあたっては、協議会の合意の下、上記2．以外の方法に
より実施することもできることとする。

第2特定地域において、地域指定後、指定解除までの間の全日、同一の車両につい

て営業方法の制限を行う場合の取扱いは以下のとおりとする。

1．当該車両については、道路運送車両法（昭和26年法律第185号。以下「車両法」

という｡）に規定する抹消登録等（事業用自動車としての使用権原を消滅させる
登録をいう。以下同じ｡）を行うことができる。

2．1．による抹消登録等を行った車両数を限度として、特定地域指定の解除後6
ヶ月を経過するまでの間、車両法に規定する新規登録等（使用権原を発生させる
登録をいう。以下同じ｡）を行うことができる。

3．2．による新規登録等は、ユニバーサルデザインタクシー（標準仕様ユニバー
サルデザインタクシー認定要領（平成24年3月28日付け国自旅第192号）に基づき
国土交通大臣の認定を受けたものをいう｡）又は電気自動車（電気を動力源とし、

かつ、動力源とする電気を外部から充電する機能を備えている自動車をいう。）

のタクシー若しくは燃料電池自動車（電気を動力源とし、かつ、動力源とする電
気を水素と酸素を化学反応させて作る自動車をいう。）のタクシー（以下「UD

車両等」という｡）に限り行うことができる。ただし、特定地域指定期間中に保
有車両の一部をUD車両等以外の車両からUD車両等へ代替えした場合は、その
車両数を限度としてUD車両等以外の車両とすることができる。

4．1．による抹消登録等を行う場合は、法第8条の7に規定する事業者計画に2．
による新規登録等を行う場合を除き、当該車両について減車する旨を記載しなけ
ればならない。

－2－

平成28年11月4日付一部改正



る。

1．営業方法の制限を行う車両については、車両法に規定
とができる:

2．1．の対象事業者及び対象車両数は以下のとおりとする。

地域（以下、単に「特定特別監視地域」という｡）から改正前の法に基づく

対象事業者は、特定特別監視地域指定日からの減休車率が、特定種別監視

減休車数を限度とする、は、特定特別監視地域指定日から実施した蘭
(途中で特定地

域に指定された場合
対象事業者は、旧措定地域指定日からの減休車率が、旧特定地域指定日迦
ら最初の準特定地域指定日までの当該地域において実施された減休車として
関東運輸局長が定める割合以上である事業者とし、対象車両数は、旧特定地

(途中で特定地域に指定さ③①、②以外で準特定地域に指定されている場合（通

る割合以上である事業者とし、対象車両数は、準特定
た減休車数を限度とする。

事業の廃止及び許可の取消しによ

る減車分は含めないこととする“

3．地域指定解除までの間、1．により抹消登

という｡）に限り行うことができる‐

①UD車両等
業（先進安全自動車(ASV)の導入に対する童

援）における補助対象機器（ふらつき注意喚起装置÷
車線維持支援制御装置｡）を搭載している初度登録
定する新規登録を受けるものであって、その登録が初度のもの｡〉
ただし、平成28年11月4日以 両の一言

を新規登録等可能車両以外の車両から新規登録等可能車両へ代替えした場合は、

送力の削減を2の車両数を限度として実施すること_Q

－3－

平成28年11月4日付一部改正



R1による抹消登録等及びaによる新規登録等を実施する車両数につい
ては、事業計画に記載する事業用自動車の区分ごとに営業所の所在地を管轄
する運輸支局長あてあらかじめ届け出ること。（区分ごとの実施車両数に変
更が生じた場合も同様とする｡）
(3) |こ指定されたことによる解除は除く。以

下同じ｡）された時点において、1：による抹消登録等を行った車両のうち
3．による新規登録等を行わなかった車両については 道路運送法第15条

第3項に規定する事業計画（事業用自動車の数）変更の事前届出（減車）（以
下「減車届出」という｡）がなされたものとして取り扱われること

特定地域に指定されたことにより準特定地域の指定が解除された場
今
合、1.に

まろ抹消塞景等を行った車両については、第2による営業方法の制限を行ったも
のとみなす。ただし、第24．の事業者計画に記載しない車両については、 特

定地域指定の解除後6ケ月を経過するまでの間に第22．による新規登録等を

行う場合又は第3による営業方法の制限を行う場合を除き、減車届出がなされた
ものとして取り扱うものとする．

7．準特定地域指定が解除された後6ケ月を経過するまでの間に、5．③の取扱い
により減車された車両数を限度として増車を行った場合においては、「自動車運
送事業の監査方針について（平成25年9月20日付け関東運輸局長等公示)」3⑬の
規定は適用しない。

第4上記、第2及び第3の規定に基づいて、抹消登録等を行った場合は輸送実績に
おける実在車両数から除くものとする。

第5上記、 第3に規定する関東運輸局長が定める割合は、

附則（平成28年4月11日一部改正）
本公示は、平成28年4月11日から適用する”

附則（平成28年11月4日一部改正〉

本公示は、平成28年11月4日から適用する※

別添のとおりとする:

－4＝

附則（平成28年4月11日一部改正）
本公示は、平成28年4月11日から適用する。

平成28年11月4日付一部改正



準特定地域において実施された減休車として関東運輸局長が定める割合(減休車率）

都道府県

東京

神奈jI

千葉

埼 玉

群 馬

群馬・埼玉

茨城

栃木

山梨

営業区域
(交通圏）

特別区・武三

北多摩

西多摩

県 央

湘 南

小田原

市原

県南東割

県南西割

県北

東毛

中．西毛

県 北

水
－

ﾉコ 県央

鹿 行

県南

県西

県南

塩謝I

甲府

減休車率(％）

16.98

13.20

12.55

10.84

9.32

12.82

､12.69

10.61

9．91

15.90

15.42

9.30

9.92

10.40

o.oc

12．07

14.04

15.44

11.88

16.07

(別添）

平成28年11月4日付一部改正



別紙

○特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法に基づく営業方法の制限に関する取扱いについて（新旧対照表）

改正 現行

公示 公示

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び
活性化に関する特別措置法に基づく営業方法の制限に関する取扱いについて活性化に関する特別措置法に基づく営業方法の制限に関する取扱いについて

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化
に関する特別措置法（平成21年法律第64号・以下「法」という。）に基づく営業に関する特別措置法（平成21年法律第64号・以下「法」という。）に基づく営業
方法の制限に関する供給輸送力の削減の算定方法の目安について、下記のとおり定め方法の制限に関する供給輸送力の削減の算定方法の目安について、下記のとおり定め
たので公示する。 たので公示する。

平成26年1月27日 平成26年1月27日

関東運輸局長原喜信 関東運輸局長原喜信

記 記

第1営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業（法第2条第1項に規定す営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業（法第2条第1項に規定する－
る一般乗用旅客自動車運送事業。以下「タクシー事業」という｡）の供給輸送力般乗用旅客自動車運送事業。以下「タクシー事業」という｡）の供給輸送力の削減の
の削減の算定方法については、基本的には協議会の合意の下でその方法が取り決算定方法については、基本的には協議会の合意の下でその方法が取り決められるもの
められるものであるが、当該算定方法の目安として、次の取扱いを設定することであるが、当該算定方法の目安として、次の取扱いを設定することとする。
とする。

1．タクシー事業の供給輸送力の削減は、タクシー事業による減車によるもののほか、1．タクシー事業の供給輸送力の削減は、タクシー事業による減車によるもののほか、
営業方法の制限により行われることこととなる。 営業方法の制限により行われることこととなる。
そのため、供給輸送力の削減率は、次のとおり減車率に営業方法制限率を加えるそのため、供給輸送力の肖IJ減率は、次のとおり減車率に営業方法制限率を加える
ことにより算定されることとなる。 ことにより算定されることとなる。

供給輸送力削減率＝減車率十営業方法制限率 供給輸送力削減率＝減車率十営業方法制限率

［#鴛織議蕊戦鯛耀"蝿蕊］［;駕鱈難蒸識露熊の鋤減峯］
2．営業方法制限率の算定にあたっては、一般乗用旅客自動車運送事業者（法第2条2．営業方法制限率の算定にあたっては、一般乗用旅客自動車運送事業者（法第2条
第2項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者）ごとに、営業方法の制限の方法第2項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者）ごとに、営業方法の制限の方法

－1－
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が異なる場合があり得ることから、次の方法により算定することとする。

（ア）全日（週7日）とも保有する全車両の20%を使用停止する場合
営業方法制限率=20%

（イ）日曜日に保有する全車両を使用停止する場合

営業方法制限率＝日曜日収入率

（ウ）火曜日に保有する全車両の30％を使用停止する場合
・営業方法制限率＝火曜日収入率×0.3

（工）水曜日に保有する全車両の20％を、木曜日に保有する全車両の40％を使用停
止する場合

営業方法制限率＝水曜日収入率×02＋木曜日収入率×04

曜日収入率：特定の曜日の収入額／1週間の収入額

[騨識識輝瀞職螺］
3．営業方法制限率の算定にあたっては、協議会の合意の下、上記2．以外の方法に

より実施することもできることとする。

第2特定地域において、地域指定後、指定解除までの間の全日、同一の車両につい

て営業方法の制限を行う場合の取扱いは以下のとおりとする≦

1．当該車両については、道路運送車両法（昭和26年法律第185号。以下「車両法一

という。）に規定する抹消登録等（事業用自動車と

登録をいう。以下同じ｡）を行うことができる。

しての使用権原を消滅させる

2．1．による抹消登録等を行った車両数を限度として、特定地域指定の解除後6

ヶ月を経過するまでの間、車両法に規定する新規登録等（使用権原を発生させる

登録をいう。以下同じ｡）を行うことができる。

3．2．による新規登録等は、ユニバーサルデザインタクシー（標準仕様ユニバー
サルデザインタクシー認定要領（平成24年3月28日付け国自旅第192号）に基づき

国土交通大臣の認定を受けたものをいう｡）又は電気自動車（電気を動力源とし、

かつ、動力源とする電気を外部から充電する機能を備えている自動車をいう￥

のタクシー若しくは燃料電池自動車（電気を動力源とし、かつ、動力源とする電

気を水素と酸素を化学反応させて作る自動車をいう。）のタクシー（以下「UD

車両等」という。）に限り行うことができる。ただし、特定地域指定期間中に保
有車両の一部をUD車両等以外の車両からUD車両等へ代替えした場合は その

車両数を限度としてUD車両等以外の車両とすることができる≦

4．1．による抹消登録等を行う場合は、法第8条の7に規定する事業者計画に2

による新規登録等を行う場合を除き 当該車両について減車する旨を記載しなけ
ればならない。

附則（平成28年4月11日一部改正｝

が異なる場合があり得ることから、次の方法により算定することとする。
（ア）全日（週7日）とも保有する全車両の20％を使用停止する場合
営業方法制限率＝20％

（イ）日曜日に保有する全車両を使用停止する場合
営業方法制限率＝日曜日収入率

（ウ）火曜日に保有する全車両の30%を使用停止する場合
営業方法制限率＝火曜日収入率×0.3

（工）水曜日に保有する全車両の20％を、木曜日に保有する全車両の40%を使用停
止する場合

営業方法制限率＝水曜日収入率×02＋木曜日収入率×04

曜日収入率：特定の曜日の収入額／1週間の収入額

[騨鶏慧罰蕊繍繍瀧鷲
3．営業方法制限率の算定にあたっては、協議会の合意の下、上記2．以外の方法に
より実施することもできることとする。

－2－
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本公示は、平成28年4月11日から適用する、

－3－
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